
令和 7年度第 1回

物

物件番号    0006

区栗谷 2-20-3 外 1
川崎市多摩区栗谷 2-20

om        (法 第 42条 第 1項第 1

東側       舗装市道         幅員約 6.Om       (法 第42条第1項第lf殖路)

第 12条 (宅地造成等工事の許可) 農地法第 5条 (転用を伴う権利移転の届出) 文化財保護法第93
条 (多摩区No.31) 景観法第 16条 川崎市都市景観条例 都市再生特別措置法第 108条 (立地
適正化計画) 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例

*別葉「補足説明事項」参照

施 設 整 備 状 況

・本地の越境の状況には、越境物又は工作物に関する「確認書 (3件)Jがあり、閲覧可能である。 (詳細は、入札案
内書「18.特約条項及び資料の開覧」参照。)
。本地は、最低敷地面積が125平方メートルであり、道路側を除く敷地境界からlmの外壁後退を要する。
・本地は、立地適正化計画における都市機能誘導区域外の居住誘導区域のため、本地で一定規模以上の誘導施設の開
発、建築行為を行う場合には川崎市に届出が必要である。
・本地は、川崎市ハザードマジプにおいて、浸水想定区域に該当していない。 (詳細は、入札案内書「18.特約条項
及び資料の開覧J参照。)
。本地は令和2年2月 15日 にアスファルトガラ等の地下埋設物の撤去工事を実施していることから、工事前の地耐力を
していない可能性がある。 (詳細は、入札案内書「18.特約条項及び資料の開覧」参照。)
。本地の南東方約0.2kmには、霊園がある。

法令に基づく諸条件についての調査確認を行つてください。なお、物件調書は、売買契約書の添付書類となります。
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※ 現在の周辺状況と異なる場合があります。
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物件番号    0006

※ 工作物や樹木の越境等については、極力概要図に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先します。

物件は、現状有姿の引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行つてくださ
い。
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